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2広報「 」平成18年8月号

環環
境境
大大
臣臣
表表
彰彰

地地
域域
環環
境境
功功
績績
者者
賞賞
　　
受受
賞賞

涌
井
せ
つ
さ
ん
（
91
歳
）（
新
町
）
は
、
25
年
に
わ
た
り
地
域
の
清
掃
活
動
を
自
ら
率

先
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
謙
虚
で
あ
り
な
が
ら
積
極
的
か
つ
献
身
的
な
活
動
に
対

し
、
環
境
大
臣
よ
り
、
地
域
環
境
功
績
者
賞
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

「
長
寿
の
ご
褒
美
と
思
い
う
れ
し
く
お
受
け
し

ま
す
。
皆
様
の
ご
協
力
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。」
と

喜
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

故故
　　
菊菊
池池
正正
氏氏
にに
従従
五五
位位
瑞瑞
宝宝
小小
授授
章章

ずず
いい
ほほ
うう
しし
ょょ
うう
じじ
ゅゅ
しし
ょょ
うう

医
療
法
人
向
聖
台
會
初
代
理
事
長
・
会
長
、
當
麻
病
院
初
代
院
長
・
名
誉
院
長
と
し
て
、

長
年
に
わ
た
り
精
神
保
健
福
祉
事
業
、
公
衆
衛
生
事
業
等
、
地
域
の
医
療
行
政
進
展
に
貢

献
し
た
こ
と
に
対
し
、
菊
池
正
氏
（
染
野
）
が
、
従
五
位
瑞
宝
小
授
章
を
受
章
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
に
受
章
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

和和
太太
鼓鼓
　　
革革
のの
張張
替替
ええ
修修
繕繕
等等
完完
了了
！！

宝宝
くく
じじ
助助
成成
事事
業業

「
平
成
18
年
度
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
」
に
よ
り
、

か
つ
ら
ぎ
太
鼓
保
存
会
と
當
麻
太
鼓
白
鳳
座
の
和
太
鼓
の
革

の
張
替
え
並
び
に
新
規
購
入
事
業
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、
住
民
が
自
主
的
に
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
促
進
を
図
り
、
地
域
の
連
帯
感
に
基
づ
く
自
治
意
識
を

盛
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

心
機
一
転
、
今
後
の
両
チ
ー
ム
の
益
々
の
ご
活
躍
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　
平
成
18
年
第
２
回
葛
城
市
議
会
定
例
会
が
、
６
月
14
日
か
ら
20
日
ま
で
の 

会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
議
会
で
は
、
多
数
の
重
要
案
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。 

　
平
成
18
年
第
２
回
葛
城
市
議
会
定
例
会
が
、
６
月
14
日
か
ら
20
日
ま
で
の 

会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
議
会
で
は
、
多
数
の
重
要
案
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。 

第
２
回
葛
城
市
議
会 

　
　
　
　
定
例
会
開
催 
第
２
回
葛
城
市
議
会 

　
　
　
　
定
例
会
開
催 

審
議
さ
れ
た
議
案
と
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

議
第
38
号
　
　
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

適
　
任

議
第
39
号
　
　
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

適
　
任

報
第
２
号
　
　
葛
城
市
土
地
開
発
公
社
の
経
営
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

報
告
の
み

報
第
３
号
　
　
平
成
17
年
度
葛
城
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

報
告
の
み

承
認
第
１
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　

承
　
認

（
葛
城
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
）

承
認
第
２
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

承
　
認

（
葛
城
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
）

承
認
第
３
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

承
　
認

（
葛
城
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
）

承
認
第
４
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

承
　
認

（
平
成
17
年
度
葛
城
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
に
つ
い
て
）

議
第
40
号
　
　
葛
城
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

可
　
決

議
第
41
号
　
　
平
成
18
年
度
葛
城
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
議
決
に
つ
い
て

可
　
決

発
議
第
４
号
　
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ
等
、「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る

法
律
」
及
び
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て

可
　
決

発
議
第
５
号
　
教
育
基
本
法
の
改
定
で
は
な
く
、
そ
の
理
念
の
実
現
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て

否
　
決

発
議
第
６
号
　
「
奈
良
県
少
年
補
導
に
関
す
る
条
例
」
の
施
行
中
止
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て

否
　
決

◎
議
第
38
号
及
び
議
第
39
号
に
お
い
て
適
任
と
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
は
次
の
方
で
す
。（
敬
称
略
）

吉
川
信
也
（
南
今
市
）

中
井
治
幸
（
染
野
）

※
委
員
会
の
傍
聴
が
で
き
ま
す

市
民
に
開
か
れ
た
市
議
会
を
目
指
す
た
め
、
本
会
議
に
加
え
、
付
託
案
件
の
あ
る
委
員
会
（
会
期
中
の
常
任
委
員
会
、

予
算
及
び
決
算
特
別
委
員
会
）
が
傍
聴
で
き
ま
す
。

市
民
か
ら
選
ば
れ
た
市
議
会
議
員
の
議
会
活
動
や
市
政
の
方
針
を
知
る
良
い
機
会
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
傍
聴
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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熱熱
戦戦
！！
市市
内内
各各
種種
団団
体体

女女
子子
ババ
レレ
ーー
ボボ
ーー
ルル
大大
会会
結結
果果

6
月
25
日
、
市
内
各
種
団
体
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
、

葛
城
市
當
麻
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
総
合
体
育
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
雨
模
様
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
爽
や
か
な
歓
声
の
中
、

各
チ
ー
ム
は
選
手
と
応
援
の
方

が
一
丸
と
な
り
、
熱
戦
を
繰
り

広
げ
て
い
ま
し
た
。

大
会
の
結
果
は
次
の
通
り
で
す
。

優
　
勝
　
當
麻
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

準
優
勝
　
磐
城
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

第
3
位

葛
城
市
役
所

ホホ
タタ
ルル
のの
復復
活活

最
近
見
か
け
る
こ
と

が
少
な
く
な
っ
た
ホ
タ

ル
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
、「
竹
内
自
然
を
愛

す
る
会
・
ほ
た
る
部

会
」
の
皆
さ
ん
が
、
市

水
道
局
西
辺
り
の
熊
谷

川
の
ほ
と
り
で
、
ホ
タ

ル
の
生
育
に
取
り
組
ま

れ
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
か
ら
、
ホ
タ
ル
が
生
息
し
や
す
い
よ
う
に
、

ホ
タ
ル
ド
ー
ム
の
建
設
や
、
水
路
づ
く
り
、
ま
た
エ
サ
と

な
る
カ
ワ
ニ
ナ
の
放
流
な
ど
、
ホ
タ
ル
の
育
つ
環
境
づ
く

り
を
始
め
ら
れ
、
会
員
皆
さ
ん
の
努
力
の
結
果
、
や
っ
と

昨
年
ご
ろ
か
ら
、
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
や
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
、
ヒ

メ
ボ
タ
ル
な
ど
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
り
、
今
年
も
6
月

15
日
か
ら
25
日
に
か
け
て
見
ら
れ
ま
し
た
。

ほ
た
る
部
会
の
植
田
隆
さ
ん
は
、「
人
間
の
手
が
加
わ
ら

な
く
て
も
、
自
然
の
力
で
ホ
タ
ル
が
飛
び
交
い
、
ま
た
ホ

タ
ル
だ
け
で
な
く
、
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
や
カ
ブ
ト
ム
シ
も
同

じ
よ
う
に
生
息
で
き
る
環
境
に
し
て
い
き
た
い
。」
と
意
欲

的
に
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ああ
すす
かか
ルル
ビビ
ーー

あ
す
か
ル
ビ
ー
は
、
奈
良
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
が
開
発

し
、
2
0
0
0
年
に
品
種
登
録
さ
れ
た
イ
チ
ゴ
の
品
種
で
、

中
ま
で
赤
く
、
高
い
糖
度
と
ほ
の
か
な
酸
味
が
特
徴
で
す
。

大
畑
地
区
で
は
こ
の
イ
チ
ゴ
づ
く
り
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
農
家
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
内
で
は
、
こ
の
イ
チ
ゴ
を

利
用
し
て
リ
キ
ュ
ー
ル
を
作
っ
て
い
る
蔵
元
が
あ
り
、
つ
け

込
み
作
業
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ふ
た
ば
会(

橋
本
侑
子
会

長)

が
手
伝
い
ま
す
。

同
会
で
は
、
3
ヵ
月

後
に
取
り
出
す
果
実

を
報
酬
と
し
て
受
け

取
ら
れ
、
ジ
ャ
ム
作

り
を
楽
し
み
ま
す
。

半半
白白
きき
ゅゅ
うう
りり

地
元
の
特
産
野
菜
で
あ
る
「
半
白
き
ゅ
う
り
」
に
関
心

を
も
っ
て
も
ら
お
う
と
、
新
庄
中
学
校
の
2
年
生
が
調
理

実
習
に
、
1
年
生
が
輪
切
り
テ
ス
ト
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

調
理
実
習
で
は
吉

田
笙
子
さ
ん
（
同
校

1
年
）
の
考
案
し
た

「
ス
タ
ミ
ナ
ピ
リ
辛

炒
め
」
に
挑
戦
。
半

白
き
ゅ
う
り
を
輪
切

り
に
し
た
あ
と
豚
肉

と
い
っ
し
ょ
に
炒
め
、
ニ
ン
ニ
ク
や
豆
板
醤
な
ど
で
味
を

整
え
ゴ
マ
を
ま
ぶ
し
て
完
成
し
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、

「
き
ゅ
う
り
に
歯
応
え
が
あ
っ
て
美
味
し
い
。
家
で
も
作
っ

て
み
た
い
。」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
輪
切
り
テ

ス
ト
で
は
、
き
ゅ
う

り
を
20
秒
間
で
何
枚

に
切
れ
る
か
に
挑
戦

し
、
包
丁
を
持
つ
の

は
初
め
て
と
い
う
生

徒
も
い
て
悪
戦
苦
闘

が
続
き
ま
し
た
が
、
テ
ス
ト
が
終
わ
る
と
生
徒
た
ち
は
輪

切
り
に
し
た
半
白
き
ゅ
う
り
を
味
わ
い
ま
し
た
。

同
校
の
宮
田
有
子
教
諭
は
、「
地
元
に
は
多
く
の
特
産
野

菜
が
あ
り
、
野
菜
に
興
味
を
持
つ
こ
と
で
野
菜
嫌
い
の
生

徒
を
減
ら
し
て
い
き
た
い
。」
と
抱
負
を
語
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
レ
シ
ピ
は
市
の
Ｈ
Ｐ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

ホタルの幼虫がカワニナを食べている様子
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平成平成1818年年88月から月から
所得区分の判定基準が変わります！所得区分の判定基準が変わります！

健康保険健康保険、、老人保健からのお知らせ老人保健からのお知らせ

国民健康保険高齢受給者および老人保健医療受給対象者の方が、お医者さんの窓口で支払う一部負担金の判
定は、申告された所得に基づいて所得区分の判定をおこない、8月から新しい所得区分が適用されます。
今年の判定基準につきましては、制度改正により下記のとおり変わります。
なお、老人保健医療受給者の方につきましては、所得区分の判定を行い所得区分の変更になる方のみ、7月下

旬に新しい医療受給者証を発送しておりますので、新しい医療証が届きましたら医療機関への提示をしていた
だきますようお願いします。

※　低所得Ⅰ・Ⅱに該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示
することで、低所得Ⅰ・Ⅱに応じ減額された金額で請求されますので、必要な方は市民課へ申請してください。

平成18年8月1日からの自己負担割合の記載につ
いては、制度改正により10月から一定以上所得者
の方は3割負担となるため、右記のとおりの自己
負担割合の区分となります。

平成18年8月1日から
所得区分 自己負担割合
一定以上所得者 3割（平成18年9月30日までは2割）
一　般 1割
低所得Ⅰ・Ⅱ 1割

届いていますか？　

国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険高齢受給者証は、所得判定により毎年8月1日が更新となっております。8月から使っていただ

く新しい高齢受給者証は7月下旬に全対象者に郵送しております。
なお、新しい高齢受給者証が届いていない場合は市民課までご連絡ください。

老人保健医療受給者証
老人保健医療受給者証は、所得判定により所得区分の変更になる方のみ、新しい医療受給者証を7月下旬に郵

送しております。
新しい医療受給者証が届きましたら、医療機関窓口への提示をしていただきますようお願いします。
なお、旧証については、同封しております返信用封筒（切手不要）にて返送していただきますようお願いします。

国民健康保険・老人保健の入院時の減額認定証について
病気やけがなどで病院に入院された場合、患者の方は入院中にかかる一部負担金および食事代の減額があり

ます。認定を受けることができるのは、葛城市国民健康保険被保険者または老人保健医療受給者の資格を有し、
当該年度の住民税が非課税の世帯に属する方です。認定を受けようとする方は、国民健康保険被保険者証、老
人保健医療受給者証、印かん、世帯全員の平成18年度住民税非課税証明書（平成18年1月2日以後に転入され
た方のみ）をお持ちになって市民課へ申請してください。 （市民課）

平成18年8月1日から
所 得
区 分 所得判定基準

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方
または老人保健で医療を受ける方がいる方。
ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の方および老人保健で
医療を受ける方の収入合計が、下記の場合、申請により、1割の負
担となります。

一般 一定以上所得者以外の方、低所得Ⅱ・Ⅰ以外の方。
低所 国民健康保険高齢受給者の方は、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人

（低所得Ⅰ以外の人）にあたります。
老人保健医療受給者の方は、同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)にあたります。

低所 上記低所得Ⅱの欄に該当し、なおかつ、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引い
たときに0円となる人にあたります。
※年金の所得は控除額を80万円として計算します。

所 得
区 分

一
定
以
上
所
得
者

一般
低
所
得
Ⅱ

低
所
得
Ⅰ

所得判定基準

ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の方、
および老人保健で医療を受ける方の収入合計が、
右記の場合申請により、1割の負担となります。

1人世帯　　 383万円未満(17年度484万円未満)
2人以上世帯 520万円未満(17年度621万円未満)

所得区分
一定以上所得者

一　般
低所得Ⅰ・Ⅱ

自己負担割合
3割（平成18年9月30日までは2割）
1割
1割

一定以上所得者以外の方、低所得Ⅱ・Ⅰ以外の方。
国民健康保険高齢受給者の方は、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の

人（低所得Ⅰ以外の人）にあたります。
老人保健医療受給者の方は、同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)にあたります。
上記低所得Ⅱの欄に該当し、なおかつ、その世帯の判定対象者の各所得が、必要経費・控除を差し

引いたときに0円となる人にあたります。
※年金の所得は控除額を80万円（17年度65万円）として計算します。

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方、または老人保健で医療を受ける方がいる方。
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国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ

平成平成1818年年77月から月から
多段階免除制度がはじまってます！多段階免除制度がはじまってます！

国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除さ
れる制度があります。【所得審査があります。】
平成18年7月から、保険料をより納付しやすい環境とするため、従来からの「全額免除」および「1／2納付

（半額免除）」に加え、「3／4納付（1／4免除）」および「1／4納付（3／4免除）」が追加され、4段階となってます。

【申請して承認されるとその期間は・・・】
※　【3／4納付】【1／2納付】【1／4納付】
の承認を受けた場合、その保険料（納めるべき
保険料）を納付しないと、保険料未納期間とな
ります。

※　30歳未満の方は、若年者納付猶予制度
も申請することができます。

※　追納する場合の保険料額は、猶予等を
受けた年度から起算して、3年度目以降
に追納する場合は、承認を受けた期間の
保険料額に経過期間に応じた加算額が上
乗せされます。

承認期間・・・ 7月から翌年の6月まで（申請月の前月から適用）
申 請 先・・・葛城市役所市民課

◎詳しくは、大和高田社会保険事務所1（22）3531、または市民課まで

口座振替が断然お得です！口座振替が断然お得です！
国民年金保険料の納付は国民年金保険料の納付は 安心安心 便利便利 なな

口座振替なら一度手続きするだけで、あなたの預（貯）金口座から自動的に保険料を納めることができるの
で、納め忘れの心配がなく、納めに行く手間が省けてとても便利です。また、「前納」や「早割制度」をご利用
になると、保険料が割引されてたいへんお得です。

国民年金保険料を10月分から翌年3月分までの6ヵ月分を口座振替で前納にすると保険料が940円
お安くなります。（6ヵ月前納は、毎年4月末及び10月末の引落としに限られています。)

○ 6ヵ月分（10月分～翌年3月分）の保険料
を口座振替で前納される場合
※ 振替日は平成18年10月31日です。

口座振替前納額 82,220円　割引額　940円

83,160円（月額：13,860円）← →

毎月の納付も口座振替がお得です！（早割制度）

引落し方法を、毎月納付（当月末振替による早割）にすると保険料が月々50円お安くなります。
年間600円お得です。
○ 原則として初回は、2ヵ月分（前月分・当月分）振替させていただきます。
○ 保険料が割引となるのは、当月分からです。 ※一部納付（一部免除）制度を承認されている方はご利用できません。

○ 手続きは、大和高田社会保険事務所または金融機関で簡単にできます。(年金手帳または納付書・預（貯）
金通帳・届出印をご持参ください。申出書は、大和高田社会保険事務所・金融機関に設置しております。）

なお、6ヵ月前納をご希望の場合は、平成18年8月31日までにお申し込みをお願いします。
※ 申出書をご提出していただいても、書類不備等（例：届出印相違）がありますと、口座引落しに間に合
わない場合があります。提出の際は、申出書を再度ご確認いただき、お早めのお申し込みをお願いいたします。

○ 申出書が必要な方は、大和高田社会保険事務所までご連絡いただければ郵送いたします。
※ 申し込みは郵送でもお受けします。

◎詳しくは、大和高田社会保険事務所まで

お申込みはお早めに！

1／4納付 1／2納付 3／4納付 全額免除 

算入されます。 

保険料納付済期間と同じ扱いです。 

10年以内なら納めることができます。 

保険料未納 

 

 

 

 

 

障害・遺族基礎年金 
を受けるとき 

後から保険料を納付 
する場合（追納） 

年金を受ける 
資格期間には 

 

保険料を納めた場合 
と比べて年金額は 

算入され 
ません。 

計算され 
ません。 

年金を受給でき 
ない場合あり。 

2年以内 

3分の1 
で計算 

6分の5 
で計算 

3分の2 
で計算 

2分の1 
で計算 

口座振替のみ
ご利用できる制度です

お得です！
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毎年8月に、児童扶養手当受給者の方は「現況届」、特別児童扶養手当受給者の方は「所得状況届」を提出す
る必要があります。
受給者のみなさんには案内通知を送付しますので、児童扶養手当受給者の方は8月1日から31日まで、特別児

童扶養手当受給者の方は8月11日から9月8日までに必ず手続きしてください。
なお、全額支給停止になっている方も手続きが必要です。（ただし、特別児童扶養手当は、2年続けて支給停

止となる方は提出の必要はありません。）
手続きをされないと8月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間手続きをされな

いと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者のみなさんへ児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者のみなさんへ

児童扶養手当・特別児童扶養手当について児童扶養手当・特別児童扶養手当について
児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格は次のとおりです。該当者の方で未だ申請をされていない方

は、児童福祉課で手続きしてください。

【児童扶養手当】
死亡、離婚、未婚、1年以上生死不明・遺棄・拘禁などの理由で父と生計をともにしていない児童や、父が一

定の障害の状態にある児童、父母ともに不明の状態の児童を養育している人で、次の各項目を満たしている場合。
①　国民年金（老齢福祉年金を除く。）、厚生年金などの公的年金の支払いを受けていない。
②　児童が福祉施設に措置入所していない。
☆受給資格者として認定されれば、申請の翌月から手当の支給を受けることができます。
ただし、前年の所得が制限額を超過した年度については、手当の一部または全部が支給されません。

※　児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人または20歳未満で心身に一定
の障害の状態にある人。

【特別児童扶養手当】
心身に重度（身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａ）あるいは中程度（身体障害者手帳3・4級の一部、療育手

帳Ｂの一部）の障害のある20歳未満の児童を養育している人で、次の各項目を満たしている場合。
①　児童が福祉施設に措置入所していない。
②　児童が障害を理由とする公的年金を受けていない。
☆受給資格者として認定されれば、申請の翌月から手当の支給を受けることができます。ただし、前
年の所得が制限額を超過した年度については、手当は支給されません。

◎詳しくは、児童福祉課　148-2811（内線2105）まで

福祉福祉（（老人・乳幼児・心身障害者・母子老人・乳幼児・心身障害者・母子））医療受給資格証をお持ちの医療受給資格証をお持ちの方へ方へ

昨年8月から自動償還制度を導入して以来、お問い合わせのあった事項をまとめました。
ご確認ください。

●自動償還制度を利用できるのは県内医療機関に限ります。県外で受診された場合は領収書をお持ちになって、
市民課窓口で助成申請を行ってください。

●助成対象は、医療保険適用分（入院時食事代を除く）に限ります。実際に医療機関で支払われた額には、医
療保険適用外の金額を含んでいる場合もありますので、ご注意ください。

●医療保険適用分であっても、針灸、アンマ、マッサージ、補装具については自動償還制度を利用することが
できませんので、領収書等をお持ちになって、市民課窓口で助成申請を行ってください。

●院外処方による調剤薬局は、処方箋を発行した病院とは会計が別になりますので、調剤薬局窓口でも忘れず
に資格証を提示してください。

●助成時期は、原則として診療月の3ヵ月後の25日です。ただし、事務処理上、数ヵ月遅れる場合もあります。
なお、支給明細ハガキは年4回（4・7・10・1月末頃）送付します。

●老人・3歳以上の乳幼児・心身障害者・母子の受給者は、受給資格証を確認できなければ、受給対象者である
ことが医療機関ではわかりません。受給対象者であることが確実にわかるように提示してください。

●県内で受診し、受給資格証を提示したにも関わらず、自動償還での支払いが無い場合は、市役所までお問い
合わせください。 （市民課）
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＜補装具の利用者負担の見直し＞
これまでは、障害者世帯の所得状況に応じて利用者負担を決定していました。
平成18年10月からは、原則、かかった費用の1割が利用者負担となります。

注 平成18年9月30日までに支給申請した分は、現在の制度を適用します。
※　日常生活用具の利用者負担も見直し予定ですが、詳しいことにつきましては決定次第お知らせします。

（社会福祉課）

広報「 」平成18年8月号

20歳未満であって、身体または精神に政令で定める程度の重度の障害があるため、日常生活において
常時の介護を必要とする在宅の児童に対して、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

◎支給額　月額14,380円
ただし、次のような場合は、支給されません。
1. 障害を支給事由とする年金を受けているとき 2. 施設に入所しているとき
3. 受給者またはその扶養義務者の前年の所得が政令で定める額
（扶養親族がいない場合　受給者3,604,000円、扶養義務者6,287,000円)以上であるとき

障害児福祉手当・特別障害者手当等の認定請求と現況届

≪障害児福祉手当≫

20歳以上であって、身体または精神に政令で定める程度の著しく重度の障害があるため、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする在宅の者に対して、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

◎支給額　月額26,440円
ただし、次のような場合は、支給されません。
1. 施設に入所しているとき 2. 病院や診療所に3ヶ月以上継続して入院しているとき
3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を、特別障害者手当の支給額を

超えて受けているとき
4. 受給者およびその配偶者または扶養義務者の前年の所得が政令で定める額（扶養親族がいな

い場合　受給者3,604,000円、配偶者または扶養義務者6,287,000円）以上であるとき

≪特別障害者手当≫

★受給の認定請求
これらの手当は本人からの認定請求により支給されますが、認定については政令で定める程度の障害

の状態など詳細な規定があります。なお、その確認は原則として、障害区分ごとに手当用の認定診断書
(所定様式)により審査しますので、詳しくはお問い合わせください。

★現況届
現在、手当の認定を受けている方は、後日、「現況届」の用紙を郵送しますので、9月11日(月)まで

に必ず提出してください。期日までに提出されないと、受給資格があっても、8月分以降引き続き手当
を受けることができなくなる場合があります。

障害者自立支援法　－補装具と日常生活用具－障害者自立支援法　－補装具と日常生活用具－
平成18年10月から補装具と日常生活用具の制度が見直されます。
★補装具とは・・・身体障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用さ

れるもの等。（例：義肢、装具、車いす等）
★日常生活用具とは・・・日常生活上の便宜を図るための用具

＜見直し予定の種目＞
a
a
a
a
a
a
a
a

補　　装　　具
点字器
頭部保護帽
人工喉頭
歩行補助つえ（一本杖のみ）
収尿器
ストマ用装具
色めがね

日常生活用具へ移行

廃　　止

日常生活用具

重度障害者用意思伝達装置

浴槽（湯沸器）
パーソナルコンピューター

補装具へ移行

廃　　止

（社会福祉課）
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こんにちは地域包括支援センターですこんにちは地域包括支援センターです
いつまでも健やかに住みなれた地域で自立した生活ができるように支援するの

が地域包括支援センタ－の役割です。

☆ちょっと、試してみませんか？
高齢になると、知らず知らずのうちに生活が活発でなくなったり、筋力や体力

が衰えていることがあります。日ごろから、下の表でチェックしておきましょう。

結果は、どうでしたか？
質問項目6から10は下肢の筋力低下、質問項目11・12は栄養状態が悪い、質問項目13から15はお口の中の

機能低下、質問項目16・17は閉じこもり傾向、質問項目18から20は認知症の疑い、質問項目21から25はうつ
傾向というようにあなたの生活機能の衰えをみる参考指標です。それぞれの項目で1と答えた数が多い場合は、
今からできることを地域包括支援センターの職員と一緒に考え要介護状態にならないようにしましょう。一度
ご相談ください。

◎詳しくは、地域包括支援センター（葛城市役所當麻庁舎１階） 1（48）2811（内線2161）まで

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

No. 質問事項
回答（いずれかに○
をつけてください）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12

0. は い 1. いいえ
0. は い
0. は い
0. は い
0. は い
0. は い
0. は い
0. は い
1. は い
1. は い
1. は い

1.18.5未満

1. は い
1. は い
1. は い

1. は い
1. は い

1. は い
1. は い
1. は い
1. は い
1. は い
1. は い

0. は い

0. は い

1. いいえ
1. いいえ
1. いいえ
1. いいえ
1. いいえ
1. いいえ
1. いいえ
0. いいえ
0. いいえ
0. いいえ

0.18.5以上

0. いいえ
0. いいえ
0. いいえ

0. いいえ
0. いいえ

0. いいえ
0. いいえ
0. いいえ
0. いいえ
0. いいえ
0. いいえ

1. いいえ

1. いいえ

バスや電車で1人で外出していますか
日用品の買物をしていますか
預貯金の出し入れをしていますか
友人の家を訪ねていますか
家族や友人の相談にのっていますか
階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか
15分位続けて歩いていますか
この1年間に転んだことがありますか
転倒に対する不安は大きいですか
6ヵ月間で2～3㎏以上の体重減少がありましたか
身長 ㎝　体重 ㎏　（ＢＭＩ＝　　　　　）

ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
お茶や汁物等でむせることがありますか
口の渇きが気になりますか
週に1回以上は外出していますか
昨年と比べて外出の回数が減っていますか
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか
自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか
今日が何月何日かわからない時がありますか
（ここ2週間）毎日の生活に充実感がない
（ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった
（ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる
（ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない
（ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする
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麻しん・風しん混合（ＭＲ）予防接種の接種方法が変更されました。該当するお子さんは、なるべく早く第
2期の接種を受けましょう。

1．対 象 者：平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれ
2．接種期間：平成19年3月31日まで
3．接種場所：市内委託医療機関（予約が必要です。）

● 対象となる方には、既に予診票を送付しています。
● 既に麻しん又は風しんにかかった方は、麻しん・風しん混合（ＭＲ）予防接種の対象外となりますので、
新庄健康福祉センター（169－9900）までご連絡ください。

ご不明な点があれば、新庄健康福祉センターまでお問い合わせください。

☆ 健康相談
●日時：8月10日（木）・25日（金）
●受付：午前10時～午前11時
●場所：新庄健康福祉センター
●内容：血圧測定・尿検査など
※ 健康手帳をお持ちの方はご持参ください。

☆ 乳幼児健康相談
◆日時：8月8日（火）・9日（水）
◆受付：午前10時～午前11時
◆場所：當麻保健センター

●日時：8月23日（水）・24日（木）
●受付：午前10時～午前11時
●場所：新庄健康福祉センター

●内容：身体測定、保健師・栄養士による個別相談
※ 母子健康手帳をご持参ください。

●● 麻しん・風しん混合麻しん・風しん混合（（ＭＲＭＲ））
予防接種予防接種（（第２期第２期））を受けましょう！を受けましょう！

昨年もご好評を頂いた“あんじょうみそ”づくりを、今年度も実施します。作り方は、至って簡単。材料を
混ぜるだけですので、どなたでもご参加頂けます。“あんじょうみそ”は、塩控え目・カルシウム強化・ミネラ
ル豊富などの特徴を持ち合わせ、皆さんの健康管理にもきっとお役に立てると考えます。
お申込は、新庄健康福祉センターまで、お電話にてお願いします。定数になり次第締め切らせて頂きます。
皆さんのご参加をお待ちしております。

【実 施 日 時】 8月30日（水）
《午前の部》午前10時30分～12時頃 《午後の部》午後2時～午後3時30分頃

【実 施 場 所】 新庄健康福祉センター　3階　保健指導室及び栄養指導室
【参加負担金】 1口（3㎏）1,000円　※何口でもお申込できます。
【申 込 期 間】 8月14日（月）から 8月23日（水）まで

※みそを持ち帰る容器をご持参頂きますようお願いします。

●● ““あんじょうみそあんじょうみそ””を一緒に作りませんか！を一緒に作りませんか！

●● 第１回葛城市健康づくりフォーラムが開催されました！第１回葛城市健康づくりフォーラムが開催されました！
6月25日（日）に當麻文化会館で第1回葛城市健康づくりフォーラムが開

催されました。当日はあいにくの空模様の中、約300人の参加を頂きまし
た。このフォーラムは住民の皆様に健康づくり、まちづくりに興味を持っ
て頂くことを目的として、岐阜大学医学部教授の藤崎和彦先生のご講演や
葛城市で活躍されている健康づくりグループの健康づくり推進員協議会、
ニギニギ会、楽友会、ゆうあいダンスサークル、おやつっ子クラブOG会、
ふたば会の皆様から発表を頂きました。
当日参加された方から「今後の目標が見つかりました、できることから

私も何かを始めようと思います」「心の健康の大切さを学び、勉強になりま
した」「健康について大変参考になり良い勉強になりました」等の意見がありました。
葛城市では住民の皆様が健康でいきいきと暮らしていけるように、健康葛城21（仮称）を策定します。また、

一緒にその計画づくりをして頂けるプランニングパートナーを募集しています。年齢、健康状態にかかわらず
市内在住・在勤の方ならどなたでもご参加頂けます。葛城市がより健康で明るく暮らせるまちになるように考
えてくださる方々を心よりお待ちしております。 申込先：新庄健康福祉センターまで
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人権啓発小冊子人権啓発小冊子「「葛城市人権スポットを歩く葛城市人権スポットを歩く」」の完成の完成

毎月11日は
人権を確かめあう日です

奈良県市町村人権・同和問題
啓発活動推進本部

葛城市人権問題啓発活動推進本部

①②③④

この度、葛城市人権教育推進協議会では、「葛城市人権スポットを歩く」という、小冊子を作成しました。

葛城市には誇るべき長い歴史があります。その長い歴史は当然それぞれの時代を生きた人々の歴史であります。
この小冊子は、人々の「優しさ」、「いのち」、「願い」、「助け合い」など、人権を広い意味で捉え、その側面

から葛城市の歴史スポットに焦点をあてて作成するように努め、「葛城市人権スポットを歩く」と名づけました。
できるだけ多くの方々にこれらの人権スポットをゆっくりと訪ねていただければ幸いです。

（葛城市人権教育推進協議会会長　前村　三男さんの挨拶より）

今月号からシリーズで、この小冊子に記載されている人権スポットを紹介しますので、一度訪ねていただき
たいと願っています。

～少ない川水を平等に分配する～少ない川水を平等に分配する分水石分水石
ぶんすいせき

１．もど川の分水石 (山口) 
奈良盆地を流れる川は流路がせまく小さな川が多いため、降った雨はすぐに海に流れ出てしまい、田畑を潤

すには充分ではありません。そしてそれは、降水量が少ない年はかんばつを、逆に梅雨や台風で集中的な降雨
があった時は洪水を引き起こす原因になっていました。
そんな自然条件のもと、奈良盆地の農民たちは少ない川水を効率よく利用しようと、知恵をしぼり、努力を

かたむけてきました。そうして生まれたのが盆地のあちこちに点在するため池であり、番水・分水石などの川
水の配水システムでした。
葛城山から流れ出るもど川と呼ばれる川があります。この川水の引水権を持つ村に小林（現御所市）と山

口・梅室・脇田・馬場・笛吹・平岡・南花内・西辻・林堂（現葛城市）の10村があり、小林から平岡までの7
村を上郷、南花内以下の3村を下郷と呼びました。天正年間（1573～92）にこの地方を襲ったかんばつの際、
上郷・下郷の水利組織を一体化し、10村による番水制度が天正18年（1590）から始ったとされます。
もど川に置かれた分水石の一つが山口の鎌取井堰

かまどりいせき

です。葛城山から流れ出た水はこの分水石で三つの流れに
分けられて上郷・下郷村々のため池を経て、夜水・昼水や二十日水・十日水などと呼ばれるこまかな手順にし

たがって、効率よく郷内の耕地にいき渡る
ように決められました。
もど川流域に住んだ人々は「我田引水」

を自制し、話し合いの中で利害を調整し、
少しでも豊かな生活ができるようにと努力
を積み重ねてきたのです。

【写真】鎌取井堰
かまどりいせき

の分水石、もど川の流れ ◎詳しくは、人権政策課まで
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私
も
、
そ
の
本
を
読
ん
で
み
た
く
な
り
ま
し
た

毎
朝
〈
朝
読
書
の
時
間
〉
を
設
け
、
子
ど
も

た
ち
も
教
員
も
共
に
読
書
を
し
ま
す
。
学
校
中

が
静
ま
り
返
る
充
実
し
た
時
間
で
す
。
ま
た
、

〈
読
書
朝
会
〉
と
称
し
、
学
級
ご
と
に
工
夫
を
凝

ら
し
た
発
表
や
図
書
委
員
か
ら
の
新
刊
紹
介
も

行
っ
て
い
ま
す
。
読
書
の
楽
し
さ
を
味
わ
い
、

知
識
を
豊
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
豊
か
な
心

の
耕
し
に
つ
な
が
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

☆
【
児
童
の
感
想
】

「
い
る
か
」
の
詩
を
読
む
の
が
、
上
手
で
し
た
。「
い

る
か
、
い
る
か
？
い
な
い
か
？
い
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
、

上
手
に
読
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
別
の
詩
で
は
、
し
っ
ぽ

を
ふ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
く
か
わ
い
か
っ
た
で
す
。

一
年
生
の
発
表
を
聞
い
て
い
て
、
私
も
そ
の
本
を
読
ん
で

み
た
く
な
り
ま
し
た
。

お
し
み
っ
こ

確
か
な
学
力
の
定

着
を
目
指
す
授
業
づ

く
り
に
努
め
る
と
と

も
に
、
体
験
を
通
し

た
学
習
活
動
に
も
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。

特
に
生
活
科
や
総
合

的
な
学
習
の
時
間
で

は
、
課
題
を
見
つ
け

る
力
、
解
決
す
る
力
、

人
に
分
か
り
や
す
く

伝
え
た
り
聞
き
取
っ

た
り
す
る
力
の
育
成

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

〈
１
年
〉「
ド
キ
ド
キ
、
わ
く
わ
く
！
た
か
ら
も
の
を

見
つ
け
よ
う
！
」

ド
キ
ド
キ
わ
く
わ
く
し
て
入
学

し
た
１
年
生
。
自
分
、
友
達
、
学
校
、
町
、
自
然
、

文
化
な
ど
、
色
々
な
「
宝
物
」
を
探
し
続
け
た
い
と

思
い
ま
す
。
一
学
期
は
、
2
年
生
の
案
内
で
学
校
探

検
を
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
宝
物
を
た
く
さ

心
に
と
ど
く
あ
い
さ
つ
を

笑
顔
と
と
も
に
私
か
ら

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」

ー
元
気
な

子
ど
も
た
ち
の
あ
い
さ
つ
か
ら
一
日
が
始
ま
り

ま
す
。
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
き
れ
い
な
花
々

も
、「
お
は
よ
う
！
」
と
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
四

月
か
ら
右
の
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を

掲
げ
、
徐
々
に
さ

わ
や
か
な
挨
拶
が

増
え
て
き
ま
し

た
。
明
る
い
笑
顔

と
心
の
こ
も
る
あ

い
さ
つ
が
、
地
域

に
も
広
が
っ
て
い

く
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。

ん
見
つ
け
て
大
喜

び
で
し
た
。

〈
２
年
〉「
お
し
み

号
で
Ｇ
Ｏ
！
」

一
人
一
人
が
探
検

バ
ス
「
お
し
み
号
」

の
運
転
手
と
な
り
、

興
味
の
あ
る
と
こ

ろ
へ
出
か
け
、
地

域
の
『
ス
テ
キ
！
』

を
発
見
す
る
た
ん

け
ん
名
人
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

様
々
な
場
所
や

人
々
と
出
会
い
、

「
忍
海
の
町
、
大
好

き
！
」
と
自
信
を

も
っ
て
言
え
る
子

に
な
っ
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

〈
３
年
〉「
忍
海
の

ひ
と
・
ま
ち
・
く

ら
し
」

学
級
園

を
改
造
し
た
田
ん

ぼ
で
の
毎
年
恒
例

の
米
作
り
も
含
め
、

三
つ
の
大
き
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
計

画
中
。「
忍
海
の
ひ

と
・
ま
ち
・
く
ら

し
」
を
見
つ
め
、

ふ
れ
あ
う
こ
と
で
、

「
忍
海
」
を
誇
り
に

思
い
、
愛
す
る
心

情
を
育
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
４
年
〉「
環
境
に
目
を
向
け
よ
う
」

新
庄
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
の
見
学
や
安
位
川
の
清
掃
活
動
を
通
し

て
、
地
域
や
自
分
た
ち
の
身
の
回
り
を
見
つ
め
直
し

て
い
ま
す
。
そ
こ

か
ら
、
自
分
た
ち

に
何
が
で
き
る
の

か
を
考
え
て
い
き

ま
す
。

〈
５
年
〉「
心
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
」

一
学
期
は
、
ア
イ

マ
ス
ク
と
車
椅
子

の
体
験
、
老
人
養

護
施
設
の
見
学
を

行
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
体
験
を
重
ね
、

周
り
の
人
に
目
を

向
け
ら
れ
る
優
し

い
子
に
育
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

〈
６
年
〉「
見
つ
め

よ
う
命
、
考
え
よ

う
戦
争
と
平
和
」

平
和
の
担
い
手
と

な
る
に
は
、
ま
ず

一
人
一
人
が
命
の

尊
さ
を
強
く
感
じ

る
こ
と
が
大
切
で

す
。
自
分
や
友
達

が
、
今
、
こ
こ
に

存
在
す
る
こ
と
の

素
晴
ら
し
さ
や
大

切
さ
を
感
じ
、
そ

こ
か
ら
戦
争
や
平

和
に
つ
い
て
考
え

ま
す
。

※

11
月
17
日
に
は
、
近
畿
生
活
科
研
究
大
会

の
会
場
校
と
し
て
公
開
授
業
を
行
い
ま
す
。

今
は
、
そ
の
授
業
に
向
け
、
奮
闘
中
で
す
。

葛城市教育ニュース葛城市教育ニュース

〈１年〉

〈６年〉 〈５年〉

〈２年〉〈３年〉

〈４年〉
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子
ど
も
が
犯
罪
の
被
害
者
と
な

っ
た
事
件
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ

の
よ
う
に
、
平
成
16
年
11
月
に
奈
良
市
内

で
小
学
校
の
女
子
児
童
が
誘
拐
さ
れ
殺
害

さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
ほ
か
、
昨
年
10

月
と
11
月
に
は
、
広
島
と
栃
木
県
内
で
同

様
の
誘
拐
殺
人
事
件
が
発
生
し
、
更
に
本

年
5
月
に
は
秋
田
県
内
で
小
学
校
の
男
子

児
童
が
誘
拐
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
発

生
す
る
な
ど
全
国
的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
凶
悪
事
件
は
、
絶
対
に
発

生
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
田
署
管

内
の
保
育
所
、
幼
稚
園
、
小
学
校
等
に
赴

い
て
児
童
等
を
対
象
と
し
た
被
害
防
止
教

室
等
を
開
催
し
、

1

知
ら
な
い
人
に
は
つ
い
て
行
か
な
い
。

2

無
理
に
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な

っ
た
ら
、
大
き
な
声
で
「
助
け
て
」

と
叫
ん
で
逃
げ
る
。

3

お
友
達
が
連
れ
て
い
か
れ
そ
う
に

な
っ
て
い
た
ら
、
急
い
で
近
く
の
大

人
に
知
ら
せ
る
。

4

一
人
で
遊
ば
な
い
。

5

遊
び
に
行
く
と
き
は
、
ど
こ
で
だ

れ
と
遊
ぶ
の
か
家
の
人
に
言
っ
て
か

ら
出
か
け
る
。

の
「
5
つ
の
お
約
束
」
を
指
導
し
て
お
り

ま
す
。

知
ら
な
い
人
な
ど
無
理
に
連
れ
て
行
か

れ
そ
う
に
な
っ
た
時
は
、
そ
の
近
く
の
家

や
店
、
更
に
「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」

な
ど
に
助
け
を
求
め
る
の
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」
の
活
動

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」
と
は
、

不
審
者
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
協
力
家
庭
、

商
店
、
事
務
所
な
ど
に
駆
け
込
ん
で
き
た
子

ど
も
た
ち
の
安
全
を
確
保
す
る
場
所
で
す
。

「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」
の
必
要
性

最
近
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
都

市
化
現
象
や
住
民
の
意
識
の
変
化
が
進
み
、

地
域
内
で
の
連
帯
意
識
が
低
下
し
、
地
域

に
お
け
る
犯
罪
抑
止
機
能
が
弱
体
化
し
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
を
犯
罪
の
被
害
か

ら
守
る
た
め
に
は
、
警
察
は
も
と
よ
り
、

地
域
住
民
・
学
校
関
係
者
・
各
種
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々
が
連
携
し
て
、
子
ど
も
た

ち
が
安
全
に
暮
ら
せ
る
環
境
作
り
を
推
進

し
、
地
域
社
会
で
子
ど
も
た
ち
を
守
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」
の
役
割

子
ど
も
た
ち
が
登
下
校
時
な
ど
に
、
不

審
者
か
ら
「
声
か
け
・
つ
き
ま
と
い
・
ち

か
ん
」
等
の
被
害
を
受
け
た
り
し
て
、
子

ど
も
た
ち
が
身
に
危
険
を
感
じ
た
と
き
、

一
時
的
な
避
難
場
所
と
し
て
「
子
ど
も
1

1
0
番
の
家
」
に
駆
け
込
み
、
住
民
が
一

時
的
に
保
護
し
て
警
察
に
1
1
0
番
通
報

す
る
制
度
で
す
。
な
お
、
犯
罪
被
害
だ
け

で
な
く
、
い
じ
め
や
自
然
災
害
に
よ
り
子

ど
も
た
ち
が
被
害
を
受
け
る
場
合
も
同
じ

で
す
。

子
ど
も
が
「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」

に
駆
け
込
ん
で
き
た
と
き
は
、

1

子
ど
も
を
家
の
中
に
入
れ
て
、
玄

関
の
鍵
を
か
け
て
く
だ
さ
い

子
ど
も
が
駆
け
込
ん
で
き
た
と
き
、

不
審
者
に
追
い
か
け
ら
れ
て
逃
げ
て

き
た
こ
と
を
考
え
、
す
ぐ
に
子
ど
も

を
家
の
中
に
入
れ
て
、
玄
関
の
鍵
を

か
け
て
く
だ
さ
い
。

2

子
ど
も
を
落
ち
着
か
せ
ま
し
ょ
う

避
難
し
て
き
た
子
ど
も
は
、
慌
て

て
興
奮
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
自
分
が

落
ち
着
い
て
、
子
ど
も
に
「
も
う
大

丈
夫
だ
よ
。
す
ぐ
に
1
1
0
番
す
る

か
ら
安
心
し
て
」
な
ど
と
優
し
く
声

を
か
け
て
、
子
ど
も
を
落
ち
着
か
せ

て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

3

何
が
あ
っ
た
か
落
ち
着
い
て
聞
き

取
り
ま
し
ょ
う

ど
ん
な
理
由
で
避
難
し
て
き
た
の

か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
知
ら
な
い
人
に
声
を
か
け
ら
れ

た
、
つ
き
ま
と
わ
れ
た

●
痴
漢
に
あ
っ
た

●
車
に
乗
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た

な
ど
、
子
ど
も
の
話
を
よ
く
聞
い
て
内
容
を

確
認
し
、
1
1
0
番
通
報
す
る
な
ど
落
ち
着

い
て
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。

1
1
0
番
通
報
の
要
領

1
1
0
番
通
報
を
す
る
と
き
は
、
落
ち
着

い
て
警
察
官
の
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

警
察
官
が
お
聞
き
す
る
内
容
は
、
お
お

む
ね
次
の
と
お
り
で
す
。

1

な
に
か
あ
り
ま
し
た
か
？

2

ど
こ
で
あ
り
ま
し
た
か
？

3

い
つ
ご
ろ
で
す
か
？

4

犯
人
は
？

5

あ
な
た
の
住
所
、
氏
名
は
？

6

子
ど
も
の
住
所
、
氏
名
は
？

1
1
0
番
通
報
が
終
わ
れ
ば

警
察
官
が
到
着
す
る
ま
で
、
子
ど
も
を

落
ち
着
か
せ
た
ま
ま
待
た
せ
て
く
だ
さ
い
。

駆
け
つ
け
た
警
察
官
が
直
接
子
ど
も
か
ら

話
し
を
聞
き
ま
す
。

事
件
の
疑
い
が
な
い
場
合

子
ど
も
が
「
お
腹
が
痛
い
」「
電
話
を
貸

し
て
」
な
ど
の
事
件
で
は
な
い
理
由
で
駆

け
込
ん
で
き
た
と
き
で
も
、
思
い
や
り
を
持

っ
て
、
親
切
に
接
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

設
置
状
況
の
点
検

「
子
ど
も
1
1
0
番
の
家
」
の
表
示
位

置
は
、
子
ど
も
の
目
線
か
ら
見
て
分
か
り

や
す
い
位
置
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
通

学
路
か
ら
見
え
や
す
い
か
、
植
木
の
陰
に

隠
れ
て
い
な
い
か
な
ど
の
点
検
を
お
願
い

し
ま
す
。

地
域
で
団
結
し
て

●
公
園
、
空
き
地
、
人
通
り
が
少
な
い
路

地
な
ど
で
、
一
人
遊
び
を
し
て
い
る
子
ど

も
を
見
か
け
た
と
き
は
、
注
意
し
て
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。

●
子
ど
も
の
様
子
を
う
か
が
っ
た
り
、
車

の
中
か
ら
子
ど
も
に
話
し
か
け
る
な
ど
の

不
審
者
を
見
つ
け
た
時
は
、
子
ど
も
の
安

全
を
確
保
し
て
、
す
ぐ
に
警
察
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

●
不
審
者
が
車
等
で
子
ど
も
を
連
れ
去
ろ

う
と
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と
き
は
、

大
声
で
近
く
の
人
に
知
ら
せ
る
と
と
も

に
、
1
1
0
番
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

（
高
田
警
察
署
　
1
（
22
）
0
1
1
0
）

地地
域域
でで
子子
どど
もも
たた
ちち
をを

犯犯
罪罪
被被
害害
かか
らら
守守
ろろ
うう
！！

．．．．．

．．．

．．．．

． ．
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99月月11日は日は「「防災の日防災の日」」88月月3030日～日～99月月55日は日は「「防災週間防災週間」」
9月1日の「防災の日」は、大正12年9月1日に起きた関東大震災を教訓として、災害の未然防止と被害の軽

減を図るため設けられました。
台風や集中豪雨による土砂崩れ・大洪水等の災害、また今後発生が予想されいる東南海・南海地震に備える

ためにも、非常持ち出し品を準備し、地域で行われる防災訓練などに積極的に参加して、常日頃から災害につ
いての意識を高めましょう。

▽▼１１１１１１１１９９９９ココココーーーーナナナナーーーー▲△
6 月 中 火災…0件　救急… 93件　救助… 2件
本年の累計　 火災…3件　救急…625件　救助…13件

広報「 」平成18年8月号

自分たちの地域は自分たちの地域は、、自分たちで守ろう！自分たちで守ろう！((自主防災組織結成に向けて自主防災組織結成に向けて))
地震や風水害などの災害が発生したとき、被害を最小限にくいとめるためには、地域の皆さん一人ひとりが

自主防災活動に取り組むことが必要です。
平成7年1月に発生した「阪神・淡路大震災」では、実に約98％が近隣住民などによる救出であったと言われ

ています。また初期消火により火災の延焼をくいとめた例もあります。このよ
うに広範囲に被害が及ぶと、迅速な救助を求めても、消防や役所は機能しませ
ん！市民の相互援助・団結力が不可欠です。
自主防災組織は、「自分たちの家族やまちは自分たちで守る」という意識の

もと、市民が協力しあって自発的につくるものです。
自主防災組織は難しく考える必要はありません。まず組織の結成です。活動

の内容等は、結成後に決めていけば良いのです。行動することが大切です。
市民の皆さんは、自治会など地域内の自主防災組織の結成に努めていただき、

「災害に強いまちづくり」をすすめましょう。
※ 消防署では、自治会・事業所などの要請により職員を派遣し、災害に備えての防災講習会や初期消火訓
練などを行っています。お気軽にお問い合わせください。 葛城市消防署 1 69－7171 担当・警防課

※ 自主防災組織の結成方法や運営等の相談は、葛城市役所総務財政課防災係まで。

耐 震 診 断 あなたの
住まいは
大丈夫? 地震から

大切な命を
守るために…

多くの犠牲者を出した平成7年の阪神・淡路大震災における犠牲者の
9割近くが住宅の倒壊による圧死・窒息死によるものでした。
地震から家族と財産を守るには、強い

わが家にすることが不可欠で、その第一
歩が、わが家の健康診断ともいえる「耐
震診断」です。
葛城市では、「耐震診断」にかかる費用

の一部を助成する事業を行っています。
この機会に「耐震診断」を受けてみて

はいかかでしょうか。

ぼくのからだは地震に
耐えられるのかな…

建物の老朽化や
耐力壁の少なさ、
配置等のバランス
の悪さが、倒壊の
原因になるの
ですよ。

＜平成18年8月10日申し込み受付開始＞受付期間（平成18年10月31日まで）

１．助成の対象となる住宅（次のすべてを満たすものが対象となります）
●市内にある木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工されたもの
●延べ床面積がおおむね250㎡以下のもの ●階数が2以下のもの（地階を除く）

２．助成額と個人負担額
●1つの対象住宅につき、市は2万円を助成します。個人に負担いただく額は、1万円です。

３．その他（留意事項）
●耐震診断を受ける前に、申し込み手続きをしていただくことが必要です。

◎詳しくは、都市計画課まで

～葛城市既存木造住宅耐震診断事業のご案内～～葛城市既存木造住宅耐震診断事業のご案内～
を受けてみませんか？
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8月8日～9月8日 

8月8日～9月8日 

8月5日～9月5日 

新庄文化会館（マルベリーホール） 

展示室（マルベリーホール） 

69-4646 

69-3301

8/11（金） 

9/4～9/8

木工教室 

新庄中学校文化祭（作品展示） 

関係者 

無　料 

葛城市立新庄図書館 

葛城市立新庄中学校 

期　　間 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先 

未　　定 

當麻文化会館 

   8 30 水 葛城市人権教育研究会夏期講演会 関係者 葛城市人権教育研究会 

月　　　　　　　　 日 曜 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先 

  9：00～17：00 

  9：00～17：00

67-0205 

69-3301
  9
  3 

  8 

 

日 

月 

ピアノ発表会 

新庄中学校文化祭 

無　料 

関係者 

河中晶子 

葛城市立新庄中学校 

月　　　　　　　　 日 曜 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先 

13：00～15：00

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 火 水 

 2  3  4  5  6  7  8  9 101112131415161718192021222324252627282930 1

 2  3  4  5  6  7  8  9 101112131415161718192021222324252627282930

31

31

木 金 

 2

 2

土 

 3

 3

日 

 4

 4

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 火 水 木 金 土 木 金 土 日 月 木 金 土 火 日 月 

 5

 5

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5 1

は休館日 休
館
日 

新庄文化会館 
當麻文化会館 

◎お問い合わせ　  新庄文化会館　169－4600　當麻文化会館　148－5000 
☆主催者の都合により一部変更する場合がありますので、ご了承ください。 
　準備、リハーサル等での使用に関しては、本表に記載しておりません。 
　詳細については、主催者にお問い合わせください。 

4日　　13:00～17:00 
6～8日　9:00～17:00

48-2041【磐城小学校】 

 【サーカスと歌おう】ハーモニーのワークショップ  【サーカスコンサート】ハート・オブ・クラシックス 

★ 12月9日（土） 

　【サーカスと歌おう】 

　　ハーモニーのワークショップ 
　サーカスの4人と一緒に歌いながら、ハーモニーのすばらしさを 
とことん楽しむワークショップです。歌はみんなのもの、楽譜が読め 

なくても大丈夫。※参加者から希望者のみ、翌日のサーカスのコンサ 

ートに１曲出演頂くことができます。（人数制限あり） 

【集合時間】15:00～　Start：16:00 

【会場】新庄文化会館（マルベリーホール） 

【参加費（チケット制）】大人1,500円　小人（中学生以下）1,000円 

　　　　　※友の会価格　大人1,350円　小人（中学生以下）　900円 

【前売り券発売日】 

　一般発売 　9月16日   10:00～   電話予約　9月16日　13:00～ 

　※友の会電話先行予約（1会員2枚まで） 　 9月  9日　10:00～ 

【発売場所】新庄文化会館、チケットぴあ、 

　　　　　　ローソンチケット 

★ 12月10日（日） 

　【サーカスコンサート】 

　　ハート・オブ・クラシックス 
　4人の個性ある熟成されたヴォーカルとファミリーならではの美 

しいハーモニー。聴く人のこころに優しくそしてパワフルに訴える 

ステージをご堪能ください。 

【開場】14:30～【開演】15:00～ 

【会場】新庄文化会館（マルベリーホール） 

【入場料】全席指定　一般発売4,500円　※友の会価格  4,000円 

【当日券】500円増し 

【前売り券発売日】 

　一般発売　9月30日　10:00～　電話予約　9月30日   13:00～ 

　※友の会電話先行予約（1会員2枚まで）　 9月23日　10:00～ 

【発売場所】新庄文化会館、チケットぴあ、 

　　　　　　ローソンチケット 

 

【お問い合わせ】新庄文化会館　169-4600   なお、未就学児のご参加及びご入場はご遠慮ください。 

　12月9・10日の2日間連続であのサーカスに 
よるスペシャル企画が実現！！ 
　1日目はサーカスが先生となって、一緒に 
ハーモニーを楽しむという企画です。 
　サーカスの生のハーモニーも、数曲身近で 
聴くことができます。 
　「いやいや、もっといっぱい聴きたい！」 
という方のために、2日目はサーカスのコン 
サートがあります。 
　もちろんどちらかだけでのお越しも大歓迎 
です。スペシャルな２日間！めったにない 
チャンスです！ 
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◎5月より當麻図書館の休館日が第1・3水曜日及び毎週木曜日になりました。 
◎お問い合わせ　  新庄図書館　169－4646　當麻図書館　148－6000

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 火 火 水 木 金 土 

 2  3  4  5  6  7  8  9 101112131415161718192021222324252627282930 1

 2  3  4  5  6  7  8  9 101112131415161718192021222324252627282930

31

31

木 金 

 2

 2

土 

 3

 3

日 

 4

 4

月 日 月 

 5

 5

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5 1

休
館
日 

は整理休館日 

新庄図書館 
當麻図書館 

は休館日 

広報「 」平成18年8月号

図図
書書
館館
だだ
よよ
りり

書　　　 名 著　者　名 新庄図書館 當麻図書館
電子マネーの技術とサービス 磯崎マスミ ○
ベルマークのひみつ 高井ジロル ○
教育格差 和田秀樹 ○
犬と話をつけるには 多和田悟 ○
手掘り司馬遼太郎 北山章之助 ○
谷崎潤一郎伝 小谷野敦 ○
飛鳥まんだら 本郷純子 ○
芸のためなら亭主も泣かす 中村うさぎ ○
刻印の魔女 藤原瑞記 ○
女帝わが名は則天武后 山颯 ○
★おとうとは青がすき イフェオマ・オニェフル ○ ○
★あきらめないこと、それが冒険だ 野口健 ○ ○
★どうにかしてよイイイヨオオオ！ リディア・モンクス ○
★森のいのち 小寺卓矢 ○ ○
★おじいちゃんの山 おおたけけいこ ○
★きょうりゅうたちがかぜひいた ジェイン・ヨーレン ○
★クロリスの庭 茂市久美子 ○
★ハーフ 草野たき ○
★聖剣と海の大蛇(マジック・ツリーハウス　17) メアリー・ポープ・オズボーン ○
★ローズクイーン Ｍ．Ｅ．ラブ ○

88 月 の 新 着 図月 の 新 着 図 書書 ★印…児童書

《《
催催
しし
もも
のの
ごご
案案
内内
》》

〔〔
映映
画画
会会
のの
おお
知知
らら
せせ
〕〕

日
時：

8
月
12
日(

土)

午
前
10
時
〜

場
所：

新
庄
図
書
館
AV
ル
ー
ム

『
う
し
ろ
の
正
面
だ
あ
れ
』

〔〔
おお
はは
なな
しし
会会
のの
おお
知知
らら
せせ
〕〕

★
新
庄
図
書
館

日
時：

8
月
26
日(

土)

午
前
10
時
〜

場
所：

新
庄
図
書
館
お
は
な
し
の
部
屋

AV
ル
ー
ム

《
小
さ
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
》

大
型
絵
本
…
ち
び
ご
り
ら
の
ち
び
ち
び

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

…
手
を
た
た
き
ま
し
ょ
う

紙
芝
居
…
せ
ん
た
く
か
あ
ち
ゃ
ん

絵
　
本
…
ひ
ま
わ
り

《
大
き
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
》

お
は
な
し
…
ざ
し
き
童
子

ぼ
っ
こ

の
は
な
し

紙
芝
居
…
い
そ
お
ん
な
が
で
る
海

絵
　
本
…
お
ば
け
の
ひ
っ
こ
し

〔〔
夏夏
のの
おお
たた
のの
しし
みみ
会会
のの
おお
知知
らら
せせ
〕〕

★
當
麻
図
書
館

日
時：

8
月
27
日(

日)

午
後
１
時
30
分
〜

場
所：

當
麻
図
書
館
2
階
研
修
室

民
話
紙
芝
居
…
大
和
の
カ
エ
ル
と
大
阪
の
カ
エ
ル

大
型
ペ
ー
プ
サ
ー
ト

…
お
か
え
し

人
形
劇
…
ぐ
り
と
ぐ
ら
の
え
ん
そ
く
　

ほ
か

天のろくろ
アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン／著

脇　明子／訳

親子でつくる
粘土のかわいい仲間たち
播正　ますみ／著

青
年
オ
ア
の
悩
み
は
、
自
分
が
見
た
夢
が

現
実
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
ん
な
彼
が

訪
ね
た
精
神
科
医
は
、
彼
の
能
力
を
利
用
し

て
世
界
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
…
。「
ゲ
ド
戦

記
」
の
ル
・
グ
ウ
ィ
ン
に
よ
る
夢
と
現
実
を

テ
ー
マ
に
し
た
Ｓ
Ｆ
。
1
9
8
4
年
出
版
の

復
刊
で
す
。

森
の
仲
間
、
海
の
仲
間
、
サ
フ
ァ
リ
、
昆

虫
の
仲
間
、
ジ
ュ
ラ
シ
ッ
ク
な
ど
の
テ
ー
マ

別
に
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
、
魚
、
昆
虫
、
恐

竜
な
ど
の
作
り
方
を
紹
介
。
実
物
大
の
型
紙

つ
き
で
、
作
る
手
順
も
順
を
追
っ
て
説
明
さ

れ
て
い
る
の
で
小
学
生
で
も
十
分
作
れ
ま
す
。

夏
休
み
の
一
日
、
工
作
に
使
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
す
か
。
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歴歴
史史
博博
物物
館館
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ

【【
展展
示示
会会
】】

平
成
18
年
度
夏
季
企
画
展

「
お
初
に
お
め
に
か
か
り
ま
す

ー
新
収
蔵
品
展
ー
」

▼
期
　
間：

開
催
中
〜
9
月
3
日
（
日
）

▼
会
　
場：

歴
史
博
物
館
特
別
展
示
室

▼
入
　
場：

通
常
の
入
館
料
を
い
た
だ
き

ま
す
。

【【
博博
物物
館館
ココ
ンン
ササ
ーー
トト
】】

『
南
米
音
楽
と
ダ
ン
ス
』

南
米
ア
ン
デ
ス
地
方
の
民
俗
音
楽
の
コ

ン
サ
ー
ト
と
、
ペ
ル
ー
や
ボ
リ
ビ
ア
の
人
た

ち
に
よ
る
ダ
ン
ス
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

▼
日
　
時：

8
月
20
日(

日)

午
後
2
時
か
ら

▼
会
　
場：

歴
史
博
物
館
2
階

「
あ
か
ね
ホ
ー
ル
」

▼
定
　
員：

2
0
0
名
程
度

▼
入
　
場：

無
料

◎
詳
し
く
は
、
歴
史
博
物
館

1
（
64)

１
４
１
４
ま
で
。

消
費
生
活
相
談

「
架
空
請
求
や
振
り
込
め
詐
欺
」
な
ど

の
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
　
時：
8
月
14
日
（
月
）

午
前
10
時
〜
正
午
・
午
後
1
時
〜
4
時

▼
場
　
所：

當
麻
庁
舎
市
民
相
談
室

▼
相
談
料：

無
料

◎
詳
し
く
は
、
農
林
商
工
課
ま
で
。

税
の
納
期

8
月
は
、
次
の
市
税
が
納
付
月
で
す
。

▼
固
定
資
産
税

第
2
期

▼
国
民
健
康
保
険
税

第
2
期

納
期
限
は
8
月
31
日(

木)

で
す
。

納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
納
期
限

の
日
が
振
替
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。
預
貯

金
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
税
務
課
・
収
納
課
）

相
撲
体
験
入
門

本
物
の
土
俵
の
上
で
、
お
す
も
う
さ
ん

気
分
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か

葛
城
市
相
撲
館
「
け
は
や
座
」
で
は
相

撲
発
祥
の
地
に
ち
な
ん
で
、
毎
年
夏
休
み

期
間
中
に
、
実
際
の
土
俵
を
使
っ
て
相
撲

の
楽
し
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
、
相
撲

に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
『
相
撲
体
験

入
門
』
を
開
催
し
ま
す
。

今
年
も
左
記
の
通
り
開
催
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時：

8
月
17
日(

木)

か
ら
28
日(

月)

ま
で

（
相
撲
館
休
館
日
火
・
水
曜
日
は
除
く
）

午
後
3
時
30
分
か
ら
午
後
5
時

※
体
験
日
は
指
定
し
ま
せ
ん
の
で
、
期
　

間
中
都
合
の
良
い
日
に
、
運
動
の
出
来

る
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
場
所：

葛
城
市
相
撲
館

▼
対
象：

小
学
生
以
下

◎
詳
し
く
は
、
葛
城
市
相
撲
館

1
（
48
）
4
6
1
1

ま
た
は
農
林
商
工
課
ま
で
。

奈
良
県
下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

▼
試
験
日：

11
月
8
日
（
水
）

午
後
2
時
〜
午
後
4
時

▼
場
所：

か
し
は
ら
万
葉
ホ
ー
ル

（
橿
原
市
小
房
町
11
番
5
号
）

▼
受
験
料：

3
、
5
0
0
円

（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
。）

▼
受
付
期
間：

9
月
1
日
（
金
）
か
ら

9
月
11
日
（
月
）
ま
で

午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時

※
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
及
び
郵
送

に
よ
る
受
付
は
し
ま
せ
ん
。

▼
受
付
場
所：

葛
城
市
下
水
道
課

（
新
庄
庁
舎
2
階
）

※
試
験
申
し
込
み
用
紙
は
、
葛
城
市
下
水

道
課
で
交
付
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
下
水
道
課
ま
で
。

特
別
弔
慰
金
の
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か

昨
年
よ
り
第
8
回
戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金
の
請
求
の
受
付
を
行

っ
て
い
ま
す
。

戦
没
者
等
の
遺
族
の
方
で
受
給
資
格
の

あ
る
方
は
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。（
特

に
昨
年
ま
で
支
給
を
受
け
て
お
ら
れ
た
方

は
、
新
た
に
請
求
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。）

◎
詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
課
ま
で
。

手
づ
く
り
講
座
の
お
知
ら
せ

▼
日
時：

8
月
6
日(

日)

午
後
1
時
30
分
〜

▼
場
所：

當
麻
図
書
館
2
階
　
研
修
室

▼
内
容：
紙
ね
ん
ど
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を

つ
か
っ
た
、
カ
メ
の
貯
金
箱
づ
く
り

▼
対
象：

小
学
生
（
25
人
）

▼
材
料
費：

6
0
0
円

※
見
本
は
當
麻
図
書
館
に
あ
り
ま
す
。

材
料
費
を
添
え
て
當
麻
図
書
館
ま
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
詳
し
く
は
當
麻
図
書
館

1
（
48
）
6
0
0
0
ま
で
。

夏
祭
り
開
催
！
（
お
楽
し
み
土
曜
日
）

〜
子
育
て
支
援
事
業
〜

市
内
在
住
の
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
た

ち
を
対
象
に
“
夏
祭
り
”
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時：

8
月
26
日(

土)

午
前
10
時
〜
正
午

▼
場
所：

葛
城
市
當
麻
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

▼
内
容：

金
魚
す
く
い
、

ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
す
く
い
、
他

▼
参
加
費：

1
0
0
円
（
当
日
徴
収
）

※
但
、
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
全

て
な
く
な
り
次
第
終
了
い
た
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
児
童
福
祉
課
ま
で
。

ふ
れ
あ
い
動
物
村
開
催

午
前
中
に
写
生
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
画
板
と
画
用
紙
は
、
用
意
し
て
い
ま
す
。）

▼
日
　
時：

9
月
3
日
（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
4
時
　
雨
天
中
止

▼
場
　
所：

葛
城
山
麓
公
園
　
野
外
ス
テ
ー
ジ

▼
催
し
も
の：

　
・
ワ
ン
ち
ゃ
ん
動
物
村

・
フ
ワ
フ
ワ(

飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
出
来
ま
す
）

・
金
魚
す
く
い
　
　
・
ヨ
ー
ヨ
ー
つ
り
　
　

▼
人
　
数：

先
着
3
0
0
名

◎
詳
し
く
は
、
環
境
課
ま
で
。
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増
改
築
相
談

▼
日
　
時：

8
月
6
日(

日)

午
前
9
時
〜
正
午

▼
場
　
所：

當
麻
文
化
会
館
団
体
交
流
室

▼
連
絡
先：

1
（
48
）
４
４
１
７

▼
日
　
時：

8
月
26
日(

土)

午
後
１
時
〜
午
後
５
時

▼
場
　
所：

中
央
公
民
館
会
議
室

▼
連
絡
先：

1
（
69
）
２
８
７
７

◎
詳
し
く
は
、
右
記
連
絡
先
ま
た
は

都
市
計
画
課
ま
で
。

暴
力
団
・
銃
器
追
放

奈
良
県
民
大
会

市
民
・
行
政
・
警
察
が
一
体
と
な
っ
て

『
暴
力
団
の
い
な
い
住
み
よ
い
社
会
』『
け

ん
銃
の
な
い
安
全
な
ま
ち
』
を
実
現
す
る

た
め
、「
暴
力
団
・
銃
器
追
放
奈
良
県
民
大

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時：
8
月
30
日
（
水
）

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

▼
場
所：

斑
鳩
町
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
　

「
い
か
る
が
ホ
ー
ル
」

◎
詳
し
く
は
、
総
務
財
政
課
ま
で
。

全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
」

い
じ
め
・
体
罰
・
不
登
校
・
児
童
虐
待

な
ど
の
子
ど
も
の
人
権
に
関
わ
る
問
題
全

般
に
つ
い
て
、
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員

（
人
権
擁
護
委
員
）
お
よ
び
弁
護
士
が
無

料
・
秘
密
厳
守
で
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
日
時：

8
月
28
日(

月)

〜
9
月
3
日(

日)
(

平
日)午

前
8
時
30
分
〜
午
後
6
時
30
分
ま
で

(

土
・
日
曜
日)

午
前
10
時
〜
午
後
5
時
ま
で

▼
電
話
番
号

(

全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

0
5
7
0
（
0
7
0
）
1
1
0

(

直
通
）
0
7
4
2
（
23
）
5
7
3
4

▼
対
象：

県
内
在
住
の
児
童
及
び
そ
の
保
護
者

▼
相
談
員：

奈
良
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員(

人
権
擁
護
委

員)

お
よ
び
奈
良
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
。

▼
申
し
込
み：

原
則
不
要
で
す
が
、
弁
護
士
に
よ
る
相

談
（
1
人
30
分
以
内
。
9
月
2
日
・
3
日

の
両
日
午
後
1
時
か
ら
4
時
ま
で
）
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
予
約
が
必
要
で
す
。
予

約
は
、
8
月
14
日
（
月
）
か
ら
奈
良
地
方

法
務
局
人
権
擁
護
課
で
受
け
付
け
ま
す
が
、

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
奈
良
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

1
0
7
4
2
（
23
）
5
4
5
7
ま
で
。

葛
城
納
税
協
会
複
式
簿
記
教
室

▼
日
　
時：

8
月
21
日(

月)

・
24
日(

木)

・
28
日(

月)

31
日(

木)

・
9
月
4
日(

月)

・
7
日(

木)

全
6
回
い
ず
れ
も
午
後
2
時
〜
4
時

▼
場
　
所：

葛
城
納
税
協
会
2
階
会
議
室

（
大
和
高
田
市
西
町
1
の
50
）

▼
受
講
料：

2
、
0
0
0
円

▼
持
参
品：

筆
記
具
・
計
算
用
具

（
テ
キ
ス
ト
は
用
意
し
ま
す
。）

▼
申
込
方
法：

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

＊
希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
葛
城
納
税
協
会

1
（
22
）
6
0
7
1

FAX
（
52
）
8
8
0
0
ま
で
。

テ
レ
ビ
放
送
受
信
障
害
の

対
策
終
了
の
お
知
ら
せ

生
駒
山
か
ら
放
送
し
て
い
る
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
に
よ
る
現
行
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ

放
送
へ
の
受
信
障
害
対
策
は
、
平
成
18
年

8
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
よ
る
影

響
と
思
わ
れ
る
障
害
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
お
早
め
に
左
記
ま
で
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

（
ご
注
意
）

対
策
員
を
装
っ
た
詐
欺
行
為
な
ど
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
対
策
員
は
、「
受
信
対
策

員
証
章
」
お
よ
び
「
腕
章
」
を
携
帯
・
着

用
し
て
い
ま
す
。
対
策
員
は
金
銭
を
請
求

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

（
社
）
電
波
産
業
会

近
畿
地
域
受
信
対
策
セ
ン
タ
ー

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
　

0
1
2
0-

0
2
9-

3
8
2

・
携
帯
／
公
衆
電
話

0
6-

6
9
6
6-

7
1
8
2

・
受
付
時
間
　
土
日
祝
日
を
除
く
平
日
、

午
前
9
時
〜
午
後
6
時
ま
で

犬
の
捕
獲
及
び
犬
猫
の

引
き
取
り
休
止
の
お
知
ら
せ

施
設
の
保
守
点
検
の
た
め
8
月
14
日（
月
）

〜
8
月
18
日（
金
）の
期
間
中
、
犬
の
捕
獲
お

よ
び
犬
猫
の
引
き
取
り
業
務
を
休
止
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
環
境
課
ま
で
。

地
域
サ
ロ
ン
世
話
役
交
流
会

の
お
知
ら
せ

住
み
慣
れ
た
地
域
で
寝
た
き
り
に
な
ら

ず
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
生
活
し
て
い
け

る
よ
う
に
、
地
域
の
公
民
館
等
を
活
用
し
、

高
齢
者
同
士
の
交
流
を
図
り
閉
じ
こ
も
り

や
認
知
症
を
予
防
す
る
た
め
に
地
域
の

人
々
が
集
う
サ
ロ
ン
を
運
営
し
て
い
る
世

話
役
さ
ん
と
世
話
役
を
し
て
み
よ
う
と
思

う
人
の
研
修
会
で
す
。
関
心
の
あ
る
方
は

多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時：

8
月
30
日(

水)

午
後
1
時
30
分
か
ら
3
時

▼
場
所：

新
庄
庁
舎
2
階
2
0
3
会
議
室

▼
内
容：

葛
城
市
地
域
サ
ロ
ン
世
話
役
及
び
近

隣
地
域
サ
ロ
ン
代
表
者
2
人
を
招
い
て
の

交
流
会

講
義：

「
地
域
サ
ロ
ン
で
地
域
の
活
性
化
を
」

ー
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
き
い
き
と
暮
ら
す
た
め
に
ー

講
師：

皇
学
館
大
学
教
授
　
向
出
佳
司
先
生

◎
詳
し
く
は
、
高
齢
福
祉
課
・
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
ま
で
。
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◆人口　３５，７２４人　◆世帯数　１２，１８９戸 

◆男　１７，２３９人　◆女１８，４８５人　 

　　　　　　　　　　　　 ２００６年７月１日現在 

8月   August

●日時　8月10日（木）第2木曜日
午前9時～正午

場所　葛城市役所（新庄庁舎）
申込　不要（先着順）

●日時　8月17日（木）第3木曜日
午前9時～正午

場所　忍海集会所
申込　不要（先着順）

●日時　8月24日（木）第4木曜日
午前9時～正午

場所　當麻文化会館
申込　不要（先着順）

お問い合わせ／人権政策課・総務財政課・社会福祉協議会
1 69-3001

●日時　8月17日（木）第3木曜日
午後1時～4時

場所　葛城市役所（新庄庁舎）

●日時　8月24日（木）第4木曜日
午後1時～4時

場所　當麻文化会館

◎申込　相談（20分）は予約制になっていますので、
秘書課までお申し込みください。

お問い合わせ／秘書課　1 69-3001

●中和法律センタ－
【本　　所】
日時　毎週火曜日・金曜日（祝日は休み）

午後1時～4時
場所　大和高田市大中106-2

経済会館4階
【香芝支所】
日時　第1水曜日（祝日は休み）

午後1時～4時
場所　香芝市本町1397

香芝市役所
【橿原支所】
日時　第2・3水曜日（祝日は休み）

午後1時～4時
場所　橿原市八木町1-1-18

橿原市役所北館1階
【王寺支所】
日時　第4水曜日（祝日は休み）

午後1時～4時
場所　王寺町久度2-2-1-501

地域交流センター
◎申込　相談は予約面談制（30分）

必ず電話で事前予約してください。
（124-5403）
相談日の1週間前の同じ曜日午前9時30分
から先着順にて受け付けます。
（祝日の場合は原則その前日より）

◎対象者　大和高田市・橿原市・御所市・香芝市
葛城市・桜井市・磯城郡内・宇陀郡内
高市郡内・北葛城郡内・東吉野村居住
の方


